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司法行政文書不開示通知書

2月22日付け（同月24日受付，第020981号）で申出のありました司法

行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたので通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

第74期司法修習予定者に送付した， 「和光市駅からの通所方法等について」

と題する文書（これに類する文書を含む。 ）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。
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